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市第３号議案 

   横浜市市税条例の一部改正 

 横浜市市税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

   平成26年５月16日提出 

横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

   横浜市市税条例の一部を改正する条例 

 横浜市市税条例（昭和25年８月横浜市条例第34号）の一部を次の

ように改正する。 

第21条第４項中「外国法人」を「法の施行地に本店又は主たる事

務所若しくは事業所を有しない法人（以下この節において「外国法

人」という。）」に、「その事業が行われる場所で地方税法施行令

（昭和25年政令第 245 号。以下「政令」という。）第46条の４に規

定する場所」を「恒久的施設（法人税法（昭和40年法律第34号）第

２条第12号の18に規定する恒久的施設をいう。）」に改める。 

第26条の２第１項の表中「（昭和40年法律第34号）」を削り、「

政令」を「地方税法施行令（昭和25年政令第 245 号。以下「政令」

という。）」に改める。 

第29条の４中「 100 分の14.7」を「 100 分の12.1」に改める。 

 第29条の４の２第１項第１号中「14.7分の 2.4 」を「12.1分の2. 

4 」に改め、同項第２号中「14.7分の 1.2 」を「12.1分の 1.2 」に

改め、同条第２項中「（同法第 145 条において準用する場合を含む

。）」を「又は第 144 条の４第１項」に改める。 

第29条の５中「相当する税」の次に「（所得税法第２条第１項第

５号に規定する非居住者であった期間を有する者の当該期間内に生
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じた所得につき課されるものにあっては、同法第 161 条第１項第１

号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限

る。）」を加える。 

 第33条の６第３項中「第71条第１項の」を「第71条第１項若しく

は第 144 条の３第１項の」に、「第71条第１項に」を「第71条第１

項又は第 144 条の３第１項に」に改め、同条第４項中「施行地に」

の次に「本店若しくは」を、「課される法人税」の次に「若しくは

地方法人税」を、「相当する税」の次に「（外国法人にあっては、

法人税法第 138 条第１項第１号に掲げる国内源泉所得につき外国の

法令により課されるものに限る。）」を、「法人税割額」の次に「

（外国法人にあっては、法人税法第 141 条第１号イに掲げる国内源

泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。）」

を加える。 

 第73条第１号ア中「 1,000 円」を「 2,000 円」に改め、同号イ中

「 1,200 円」を「 2,000 円」に改め、同号ウ中「 1,600 円」を「2, 

400 円」に改め、同号エ中「 2,500 円」を「 3,700 円」に改め、同

条第２号ア中「 2,400 円」を「 3,600 円」に改め、同号イ中「3,10 

0 円」を「 3,900 円」に改め、同号ウ中「 5,500 円」を「 6,900 円

」に、「 7,200 円」を「10,800円」に、「 3,000 円」を「 3,800 円

」に、「 4,000 円」を「 5,000 円」に改め、同号エ中「 2,400 円」

を「 3,600 円」に改め、同条第３号ア中「 1,600 円」を「 2,400 円

」に改め、同号イ中「 4,000 円」を「 5,900 円」に改め、同条第４

号中「 4,000 円」を「 6,000 円」に改める。 

第 129 条の７第１項中「外国法人」を「法の施行地に本店又は主

たる事業所等を有しない法人」に改める。 
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 附則第９条第１項中「第２項第６号、第９項及び第37項」を「第

２項第１号から第３号まで及び第６号、第８項、第34項、第37項並

びに第38項」に改め、同条第４項中「附則第15条第37項」を「附則

第15条第34項」に改め、同項を同条第６項とし、同条第３項中「附

則第15条第９項」を「附則第15条第８項」に改め、同項を同条第５

項とし、同条中第２項を第４項とし、第１項の次に次の２項を加え

る。 

２ 法附則第15条第２項に規定する償却資産（同項第１号に掲げる

ものに限る。）に対して課する固定資産税の課税標準は、第46条

又は第47条の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税

の課税標準となるべき価格に３分の１を乗じて得た額とする。 

３ 法附則第15条第２項に規定する償却資産（同項第２号及び第３

号に掲げるものに限る。）に対して課する固定資産税の課税標準

は、第46条又は第47条の規定にかかわらず、当該償却資産に係る

固定資産税の課税標準となるべき価格に２分の１を乗じて得た額

とする。 

附則第９条に次の２項を加える。 

７ 法附則第15条第37項に規定する設備に対して課する固定資産税

の課税標準は、第46条の規定にかかわらず、同項に規定する年度

分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準と

なるべき価格に３分の２を乗じて得た額とする。 

８ 法附則第15条第38項に規定する機器に対して課する固定資産税

の課税標準は、第46条の規定にかかわらず、同項に規定する年度

分の固定資産税に限り、当該機器に係る固定資産税の課税標準と

なるべき価格に４分の３を乗じて得た額とする。 
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附則第12条第２項中「平成26年度」を「平成29年度」に改める。 

 附則第13条の３の４第１項中「エネルギーの使用の合理化に関す

る法律」を「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」に改める

。 

附則第13条の６の次に次の１条を加える。 

（耐震基準適合家屋に対して課する固定資産税の減額に関する申

告） 

第13条の６の２ 法附則第15条の10第１項に規定する耐震基準適合

家屋（以下この条において「耐震基準適合家屋」という。）につ

いて同項の規定による固定資産税の減額を受けようとする納税義

務者は、当該耐震基準適合家屋に係る法附則第15条の９第１項に

規定する耐震改修（以下この条において「耐震改修」という。）

が完了した日から３月以内に、法附則第15条の10第１項の規定に

基づく総務省令で定めるところによる証明書及び当該耐震改修に

要した費用を証する書類を添付して、次に掲げる事項を記載した

申告書により市長に申告しなければならない。 

(1) 納税義務者の住所又は所在地及び氏名又は名称 

(2) 耐震基準適合家屋の所在、建築年月日及び床面積 

(3) 耐震改修が完了した年月日 

(4) 耐震改修に要した費用及び法附則第15条の10第１項に規定す

る政府の補助で総務省令で定めるものの有無 

(5) その他市長が必要と認める事項 

附則第13条の７第１項中「「この項及び」の次に「次項並びに次

条第１項及び第２項」を、「準用するこの項及び」の次に「次項」

と、「基準（同条第１項において「耐震基準」という。）」とある
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のは「基準」を加える。 

附則第13条の８の次に次の１条を加える。 

（耐震基準適合家屋に対して課する都市計画税の減額） 

第13条の９ 法附則第15条の10の規定は、建築物の耐震改修の促進

に関する法律（平成７年法律第 123 号）第７条に規定する要安全

確認計画記載建築物又は同法附則第３条第１項に規定する要緊急

安全確認大規模建築物に該当する家屋（同法第７条又は同項の規

定による報告があったものに限り、同法第８条第１項（同法附則

第３条第３項において準用する場合を含む。）の規定による命令

又は同法第12条第２項（同法附則第３条第３項において準用する

場合を含む。）の規定による指示の対象となったものを除く。）

のうち平成26年４月１日から平成29年３月31日までの間に法附則

第15条の10第１項に規定する政府の補助で総務省令で定めるもの

を受けて法附則第15条の９第１項に規定する耐震改修が行われた

ものに対して課する都市計画税について準用する。この場合にお

いて、法附則第15条の10第１項中「受けて耐震改修」とあるのは

「受けて耐震改修（法附則第15条の９第１項に規定する耐震改修

をいう。以下横浜市市税条例（以下「条例」という。）附則第13

条の９第１項において読み替えて準用するこの項及び次項におい

て同じ。）」と、「耐震基準に」とあるのは「法附則第15条の９

第１項に規定する地震に対する安全性に係る基準として政令で定

める基準に」と、「この条」とあるのは「条例附則第13条の９第

１項において読み替えて準用するこの条」と、「係る耐震基準適

合家屋にあってはこの項」とあるのは「係る耐震基準適合家屋に

あっては同項において読み替えて準用するこの項」と、「政令で
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定めるところ」とあるのは「この項の規定に基づく政令で定める

算定の方法に準じて規則で定めるところ」と、「の耐震基準適合

家屋にあってはこの項」とあるのは「の耐震基準適合家屋にあっ

ては同条第１項において読み替えて準用するこの項」と、同条第

２項中「前項」とあり、及び「同項」とあるのは「条例附則第13

条の９第１項において読み替えて準用する前項」と、「当該市町

村の条例で」とあるのは「同条第２項において読み替えて準用す

る条例附則第13条の６の２に」と、同条第３項中「前項」とある

のは「条例附則第13条の９第１項において読み替えて準用する前

項」と、「同項」とあるのは「同条第１項において読み替えて準

用する前項」と、「第１項」とあるのは「同条第１項において読

み替えて準用する第１項」と読み替えるものとする。 

２ 附則第13条の６の２の規定は、前項において読み替えて準用す

る法附則第15条の10第１項の規定による都市計画税の減額を受け

ようとする場合について準用する。この場合において、附則第13

条の６の２中「同項」とあるのは、「附則第13条の９第１項にお

いて読み替えて準用する法附則第15条の10第１項」と読み替える

ものとする。 

附則第17条を次のように改める。 

（軽自動車税の税率の特例） 

第17条 法附則第30条第１項に規定する３輪以上の軽自動車に対す

る当該軽自動車が初めて道路運送車両法第60条第１項後段の規定

による車両番号の指定を受けた月から起算して14年を経過した月

の属する年度以後の年度分の軽自動車税に係る第73条第２号の規

定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる規定中同



市第３号 

15 

 

 

 
表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

第 73 条第２号イ  3,900 円  4,600 円 

第 73 条第２号ウ  6,900 円  8,200 円 

10,800 円 12,900 円 

 3,800 円  4,500 円 

 5,000 円  6,000 円 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げ

る規定は、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第29条の４及び第29条の４の２第１項の改正規定並びに第33

条の６第４項の改正規定（「課される法人税」の次に「若しく

は地方法人税」を加える部分に限る。）並びに附則第４項の規

定 平成26年10月１日 

(2) 第73条の改正規定及び附則第13条の８の次に１条を加える改

正規定並びに附則第６項及び第９項（次号に掲げる規定による

改正後の横浜市市税条例（以下「平成28年条例」という。）附

則第17条に係る部分を除く。）の規定 平成27年４月１日 

(3) 第21条第４項、第26条の２第１項の表及び第29条の４の２第

２項の改正規定、第33条の６第３項の改正規定、同条第４項の

改正規定（「課される法人税」の次に「若しくは地方法人税」

を加える部分を除く。）並びに第 129 条の７第１項の改正規定

並びに附則第17条の改正規定並びに附則第５項、第７項、第８
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項及び第９項（平成28年条例附則第17条に係る部分に限る。）

の規定 平成28年４月１日 

(4) 第29条の５の改正規定及び附則第３項の規定 平成30年１月

１日 

 （準備行為） 

２ この条例による改正後の横浜市市税条例（以下「新条例」とい

う。）附則第13条の９第１項において読み替えて準用する地方税

法（昭和25年法律第 226 号）附則第15条の10第２項の申告書の提

出は、前項第２号に掲げる規定の施行の日前においても行うこと

ができる。 

（個人の市民税に関する経過措置） 

３ 新条例第29条の５の規定は、平成30年度以後の年度分の個人の

市民税について適用し、平成29年度分までの個人の市民税につい

ては、なお従前の例による。 

（法人の市民税に関する経過措置） 

４ 第１項第１号に掲げる規定による改正後の横浜市市税条例第29

条の４、第29条の４の２第１項各号及び第33条の６第４項の規定

は、第１項第１号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年

度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法

人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人

の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税に

ついては、なお従前の例による。 

５ 平成28年条例第21条第４項及び第33条の６第４項の規定は、第

１項第３号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の

法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市
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民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民

税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税について

は、なお従前の例による。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

６ 新条例第73条各号の規定は、平成27年度以後の年度分の軽自動

車税について適用し、平成26年度分までの軽自動車税については

、なお従前の例による。 

７ 平成28年条例附則第17条の規定は、平成28年度以後の年度分の

軽自動車税について適用する。 

８ 平成15年10月14日前に初めて道路運送車両法（昭和26年法律第

185 号）第60条第１項後段の規定による車両番号の指定を受けた

３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税に係る平成28年条

例附則第17条の規定の適用については、同条中「受けた月」とあ

るのは、「受けた月の属する年の12月」とする。 

９ 平成27年３月31日以前に初めて道路運送車両法第60条第１項後

段の規定による車両番号の指定を受けた３輪以上の軽自動車に対

して課する軽自動車税に係る新条例第73条第２号及び平成28年条

例附則第17条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 

新条例第 73 条第２号イ   3,900 円 3,100 円 

新条例第 73 条第２号ウ   6,900 円 5,500 円 

10,800 円 7,200 円 

 3,800 円 3,000 円 
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提 案 理 由 

 地方税法等の一部改正に伴い関係規定の整備を図るとともに、耐

震基準適合家屋に係る都市計画税の減額措置を講ずる等のため、横

浜市市税条例の一部を改正したいので提案する。 

  5,000 円 4,000 円 

平成 28 年条例附則第 17 条の  

表以外の部分        

第 73 条第２号   横浜市市税条例の一部を

改正する条例（平成 年

 月横浜市条例第 号。

以下この条において「新

改正条例」という。）附

則第９項の規定により読

み替えて適用される第 73

条第２号       

平成 28 年条例附則第 17 条の  

表第 73 条第２号イの項  

第 73 条第２号イ  新改正条例附則第９項の

規定により読み替えて適

用される第73条第２号イ

3，900 円 3,100 円

平成 28 年条例附則第 17 条の  

表第 73 条第２号ウの項  

第 73 条第２号ウ  新改正条例附則第９項の

規定により読み替えて適

用される第73条第２号ウ

16,900 円 5,500 円

10,800 円 7,200 円

13,800 円 3,000 円

15,000 円 4,000 円
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 参  考  

横 浜 市 市 税 条 例 （ 抜 粋 ）         

                     上 段  改 正 案 
                    (下 段  現  行)   

（ 市 民 税 の 納 税 義 務 者 等 ） 

第 21 条  （ 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で 省 略 ） 

 法 の 施 行 地 に 本 店 又 は 主 た る 事 務 所 若 し く は 事 業 所 を 有 し な い 
４ 

 外 国 法 人 

 法 人 （ 以 下 こ の 節 に お い て 「 外 国 法 人 」 と い う 。）  
                        に 対 す る 本 節 
 

             恒 久 的 施 設 （ 法 人 税 法 （ 昭 和 40 年 法 律 
の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 

             そ の 事 業 が 行 わ れ る 場 所 で 地 方 税 法 施 

 第 34 号 ） 第 ２ 条 第 12 号 の 18 に 規 定 す る 恒 久 的 施 設 を い う 。）    
行 令 （ 昭 和 25 年 政 令 第 245 号 。 以 下 「 政 令 」 と い う 。） 第 46 条 の 

          
を も っ て そ の 事 務 所 又 は 事 業 所 と す る 。 

４ に 規 定 す る 場 所 

  （ 第 ５ 項 省 略 ） 

（ 法 人 の 均 等 割 の 税 率 ） 

第 26 条 の ２  法 人 に 対 し て 課 す る 均 等 割 の 税 率 は 、 次 の 表 の 左 欄 に

掲 げ る 法 人 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 右 欄 に 掲 げ る 額 と す る 。 

    法    人     の     区     分     税   率  

（１） 次に掲げる法人                     

                               
  ア 法人税法           第２条第５号の公共法人 
        （昭和40年法律第34号）      

   及び法第294条第７項に規定する公益法人等のうち、法第296 

   条第１項の規定により均等割を課することができないもの以 

   外のもの（法人税法別表第２に規定する独立行政法人で収益 

   事業を行うものを除く。）                 

  イ 人格のない社団等    

  ウ 一般社団法人（非営利型法人（法人税法第２条第９号の２ 

   に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。 

   ）に該当するものを除く。）及び一般財団法人（非営利型法 

   人に該当するものを除く。）         

  エ 保険業法（平成７年法律第105号）に規定する相互会社以  

   外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの（アか 

   らウまでに掲げる法人を除く。）       

年額   50,000 円
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  オ 資本金等の額（法人税法第２条第16号に規定する資本金等 

   の額又は同条第17号の２に規定する連結個別資本金等の額（ 

                      地方税法施行令（ 
   保険業法に規定する相互会社にあっては、          
                      政令       

   昭和25年政令第245号。以下「政令」という。）       
                         第45条の３  
                               

   の２に定めるところにより算定した純資産額）をいう。以下 

   この節において同じ。）を有する法人（法人税法別表第２に 

   規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲 

   げる法人を除く。以下この表において同じ。）で資本金等の 

   額が10,000,000円以下であるもののうち、区内に有する事務 

   所、事業所又は寮等の従業者（俸給、給料若しくは賞与又は 

   これらの性質を有する給与の支給を受けることとされている 

   役員を含む。）の数の合計数（以下この表において「従業者 

   数の合計数」という。）が50人以下のもの      

              （ 省       略 ）              

（ 第 ２ 項 省 略 ） 

（ 法 人 税 割 の 税 率 ） 

第 29 条 の ４  法 人 税 割 の 税 率 は 、 法 人 税 額 又 は 個 別 帰 属 法 人 税 額 の 

 100 分 の 12.1  
       と す る 。 

100 分 の 14.7  

（ 法 人 の 市 民 税 の 課 税 の 特 例 ） 

第 29 条 の ４ の ２  次 に 掲 げ る 法 人 （ 法 人 税 法 第 ４ 条 の ７ に 規 定 す る

受 託 法 人 を 除 く 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。） に 対 す る 各 事 業 年

度 又 は 各 連 結 事 業 年 度 に お け る 法 人 税 割 額 は 、 前 条 の 規 定 を 適 用

し て 計 算 し た 法 人 税 割 額 か ら 、 当 該 法 人 税 割 額 に 次 の 各 号 に 掲 げ

る 法 人 の 区 分 に 応 じ そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 掲 げ る 率 を 乗 じ て 得 た 額

に 相 当 す る 額 を 控 除 し た 金 額 と す る 。 

（1） 資 本 金 の 額 若 し く は 出 資 金 の 額 が ５ 億 円 未 満 で あ る 法 人 又 は

資 本 金 の 額 若 し く は 出 資 金 の 額 を 有 し な い 法 人 （ 保 険 業 法 に 規 

              12.1 分 の 2.4  
定 す る 相 互 会 社 を 除 く 。）  

14.7 分 の 2.4  

(2) 資 本 金 の 額 又 は 出 資 金 の 額 が ５ 億 円 以 上 10 億 円 未 満 の 法 人   
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 12.1 分 の 1.2  
14.7 分 の 1.2  

２  前 項 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に お い て 、 資 本 金 の 額 又 は 出 資 金 の

額 が ５ 億 円 未 満 又 は ５ 億 円 以 上 10 億 円 未 満 で あ る か ど う か の 判 定

は 、 各 事 業 年 度 又 は 各 連 結 事 業 年 度 の 終 了 の 日 （ 法 第 321 条 の ８ 

                    又 は 第 144 条 の ４ 第 １ 
第 １ 項 前 段 の 規 定 （ 法 人 税 法 第 72 条 第 １ 項 

                    （ 同 法 第 145 条 に お い 

 項            
の 規 定 が 適 用 さ れ る 場 合 に 限 る 。） に 

て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）  

よ り 申 告 納 付 す べ き 法 人 の 市 民 税 に あ っ て は 、 そ の 事 業 年 度 の 開

始 の 日 か ら ６ 箇 月 の 期 間 の 末 日 ） の 現 況 に よ る 。 

（ 外 国 税 額 控 除 ） 

第 29 条 の ５  所 得 割 の 納 税 義 務 者 が 、 外 国 の 法 令 に よ り 課 さ れ る 所

得 税 又 は 道 府 県 民 税 の 所 得 割 、 利 子 割 、 配 当 割 及 び 株 式 等 譲 渡 所 

                      （ 所 得 税 法 第 ２ 条 
 得 割 若 し く は 市 町 村 民 税 の 所 得 割 に 相 当 す る 税 

 

第 １ 項 第 ５ 号 に 規 定 す る 非 居 住 者 で あ っ た 期 間 を 有 す る 者 の 当 該 
 

期 間 内 に 生 じ た 所 得 に つ き 課 さ れ る も の に あ っ て は 、 同 法 第 161  
 

条 第 １ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 国 内 源 泉 所 得 に つ き 外 国 の 法 令 に よ り 課 
 

さ れ る も の に 限 る 。）  
           を 課 さ れ た 場 合 に お い て は 、 法 第 314 条 の 
 

８ の 規 定 に よ り 控 除 す べ き 額 を そ の 者 の 第 29 条 の ２ 並 び に 法 第 31  

4 条 の ６ 及 び 法 第 314 条 の ７ の 規 定 を 適 用 し た 場 合 の 所 得 割 の 額

か ら 控 除 す る も の と す る 。 

（ 法 人 の 市 民 税 の 申 告 納 付 ） 

第 33 条 の ６  （ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

      第 71 条 第 １ 項 若 し く は 第 144 条 の ３ 第 １ 項 の 
３  法 人 税 法                     規 定 に よ 
      第 71 条 第 １ 項 の 

っ て 法 人 税 に 係 る 申 告 書 を 提 出 す る 義 務 が あ る 法 人 又 は 法 第 321

条 の ８ 第 ２ 項 の 規 定 に よ っ て 申 告 書 を 提 出 す べ き 法 人 は 、 そ の 法

人 税 額 の 課 税 標 準 の 算 定 期 間 又 は そ の 連 結 事 業 年 度 開 始 の 日 か ら
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６ 月 の 期 間 中 に お い て 区 内 に 寮 等 の み を 有 す る 場 合 に は 、 第 １ 項 

           第 71 条 第 １ 項 又 は 第 144 条 の ３ 第 １ 項 に 
（ 同 条 第 １ 項 （ 法 人 税 法                  
           第 71 条 第 １ 項 に 

係 る 部 分 に 限 る 。） 及 び 第 ２ 項 に 係 る 部 分 に 限 る 。） の 規 定 に か

か わ ら ず 、 当 該 法 人 税 額 の 課 税 標 準 の 算 定 期 間 又 は 当 該 連 結 事 業

年 度 開 始 の 日 か ら ６ 月 の 期 間 に 係 る 均 等 割 額 に つ い て 申 告 納 付 す

る こ と を 要 し な い 。 

        本 店 若 し く は 
４  法 の 施 行 地 に       主 た る 事 務 所 若 し く は 事 業 所 を 有 す 
 

                           若 し く 
る 法 人 又 は 外 国 法 人 が 、 外 国 の 法 令 に よ り 課 さ れ る 法 人 税 

 

 は 地 方 法 人 税 
又 は 道 府 県 民 税 若 し く は 市 町 村 民 税 の 法 人 税 割 に 相 

 

    （ 外 国 法 人 に あ っ て は 、 法 人 税 法 第 138 条 第 １ 項 第 １ 号 
当 す る 税 
 

に 掲 げ る 国 内 源 泉 所 得 に つ き 外 国 の 法 令 に よ り 課 さ れ る も の に 限 
 

る 。）  
を 課 さ れ た 場 合 に お い て は 、 法 第 321 条 の ８ 第 24 項 の 規 定 

 

に よ り 控 除 す べ き 額 を 同 条 第 １ 項 （ 同 項 に 規 定 す る 予 定 申 告 法 人

に 係 る も の を 除 く 。）、 第 ４ 項 、 第 22 項 又 は 第 23 項 の 規 定 に よ り 

            （ 外 国 法 人 に あ っ て は 、 法 人 税 法 第 14  
申 告 納 付 す べ き 法 人 税 割 額 
 

1 条 第 １ 号 イ に 掲 げ る 国 内 源 泉 所 得 に 対 す る 法 人 税 額 を 課 税 標 準 
 

と し て 課 す る も の に 限 る 。）  
か ら 控 除 す る も の と す る 。 

 

（ 軽 自 動 車 税 の 税 率 ） 

第 73 条  軽 自 動 車 税 の 税 率 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 軽 自 動 車 等 に 対 し

、 １ 台 に つ い て 、 そ れ ぞ れ 次 の 各 号 に 定 め る 額 と す る 。 

(1)  原 動 機 付 自 転 車 

ア  総 排 気 量 が 0.05 リ ッ ト ル 以 下 の も の 又 は 定 格 出 力 が 0.6 キ 

ロ ワ ッ ト 以 下 の も の （ エ に 掲 げ る も の を 除 く 。）   

                           2,000 円 
年 額 

                           1,000 円 

イ  ２ 輪 の も の で 、 総 排 気 量 が 0.05 リ ッ ト ル を 超 え 、 0.09 リ ッ
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ト ル 以 下 の も の 又 は 定 格 出 力 が 0.6 キ ロ ワ ッ ト を 超 え 、 0.8  

                          2,000 円 
キ ロ ワ ッ ト 以 下 の も の           年 額 

                          1,200 円 

ウ  ２ 輪 の も の で 、 総 排 気 量 が 0.09 リ ッ ト ル を 超 え る も の 又 は 

                          2,400 円 
定 格 出 力 が 0.8 キ ロ ワ ッ ト を 超 え る も の   年 額  

1,600 円 

エ  ３ 輪 以 上 の も の （ 車 室 を 備 え ず 、 か つ 、 輪 距 （ ２ 以 上 の 輪

距 を 有 す る も の に あ っ て は 、 そ の 輪 距 の う ち 最 大 の も の ） が

0.5 メ ー ト ル 以 下 で あ る も の 及 び 側 面 が 構 造 上 解 放 さ れ て い

る 車 室 を 備 え 、 か つ 、 輪 距 が 0.5 メ ー ト ル 以 下 で あ る ３ 輪 の

も の を 除 く 。） で 、 総 排 気 量 が 0.02 リ ッ ト ル を 超 え る も の 又     

                         3,700 円 
は 定 格 出 力 が 0.25 キ ロ ワ ッ ト を 超 え る も の  年 額  

                         2,500 円 

 (2) 軽 自 動 車 

                          3,600 円 
ア  ２ 輪 の も の （ 側 車 付 き の も の を 含 む 。）  年 額 

 2,400 円 

                          3,900 円 
イ  ３ 輪 の も の               年 額 

3,100 円 

ウ  ４ 輪 以 上 の も の 

乗 用 の も の 

                        6,900 円 
営 業 用                 年 額 

 5,500 円 

                         10,800 円 
自 家 用                 年 額 

                           7,200 円 

貨 物 用 の も の 

                        3,800 円 
営 業 用                 年 額 

                           3,000 円 

                        5,000 円 
自 家 用                 年 額 

 4,000 円 

                         3,600 円 
エ  専 ら 雪 上 を 走 行 す る も の         年 額  

                        2,400 円 

 (3) 小 型 特 殊 自 動 車 

                        2,400 円 
ア  農 耕 作 業 用 の も の            年 額 

                           1,600 円 

                        5,900 円 
イ  そ の 他                 年 額 

 4,000 円 

                        6,000 円 
(4) ２ 輪 の 小 型 自 動 車             年 額 

 4,000 円 
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（ 事 業 所 税 の 申 告 納 付 ） 

第 129 条 の ７  事 業 所 等 に お い て 法 人 が 行 う 事 業 に 対 し て 課 す る 事 

                           法 の 
業 所 税 の 納 税 義 務 者 は 、 各 事 業 年 度 終 了 の 日 か ら ２ 月 以 内 （ 
                           外 国 

施 行 地 に 本 店 又 は 主 た る 事 業 所 等 を 有 し な い 法 人 
                      が 第 129 条 の 11  
法 人 

に 規 定 す る 納 税 管 理 人 の 申 告 を し な い で 法 の 施 行 地 に 事 業 所 等 を

有 し な い こ と と な る 場 合 に は 、 当 該 事 業 年 度 終 了 の 日 か ら ２ 月 を

経 過 し た 日 の 前 日 と 当 該 事 業 所 等 を 有 し な い こ と と な る 日 と の い

ず れ か 早 い 日 ま で ） に 、 当 該 各 事 業 年 度 に 係 る 事 業 所 税 の 課 税 標

準 額 及 び 税 額 そ の 他 必 要 な 事 項 を 記 載 し た 申 告 書 を 市 長 に 提 出 す

る と と も に 、 そ の 申 告 し た 税 額 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 

  （ 第 ２ 項 か ら 第 ４ 項 ま で 省 略 ） 

   附  則 

（ 固 定 資 産 税 及 び 都 市 計 画 税 に 関 す る 特 例 ） 

           第 ２ 項 第 １ 号 か ら 第 ３ 号 ま で 及 び 第 ６ 号 、 
第 ９ 条  法 附 則 第 15 条 （           
           第 ２ 項 第 ６ 号 、 第 ９ 項 及 び 第 37 項 

 第 ８ 項 、 第 34 項 、 第 37 項 並 び に 第 38 項 
を 除 く 。 以 下 こ の 項 に お い 

 

て 同 じ 。）、 第 15 条 の ２ 又 は 第 15 条 の ３ に 規 定 す る 固 定 資 産 に 対

し て 課 す る 固 定 資 産 税 及 び 都 市 計 画 税 の 課 税 標 準 は 、 第 45 条 か ら

第 47 条 ま で 又 は 第 130 条 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 そ れ ぞ れ 法

附 則 第 15 条 か ら 第 15 条 の ３ ま で の 規 定 に 規 定 す る 額 と す る 。 

２  法 附 則 第 15 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 償 却 資 産 （ 同 項 第 １ 号 に 掲 げ る 
 

 も の に 限 る 。） に 対 し て 課 す る 固 定 資 産 税 の 課 税 標 準 は 、 第 46 条 
 

 又 は 第 47 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 償 却 資 産 に 係 る 固 定 資 産 税 
 

 の 課 税 標 準 と な る べ き 価 格 に ３ 分 の １ を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 
 

３  法 附 則 第 15 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 償 却 資 産 （ 同 項 第 ２ 号 及 び 第 ３ 
 

 号 に 掲 げ る も の に 限 る 。） に 対 し て 課 す る 固 定 資 産 税 の 課 税 標 準 
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 は 、 第 46 条 又 は 第 47 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 償 却 資 産 に 係 る 
 

 固 定 資 産 税 の 課 税 標 準 と な る べ き 価 格 に ２ 分 の １ を 乗 じ て 得 た 額 
 

 と す る 。 
 

４   
（ 本 文 省 略 ） 

２   

５   附 則 第 15 条 第 ８ 項 
法         に 規 定 す る 償 却 資 産 に 対 し て 課 す る 固 定 資 

３   附 則 第 15 条 第 ９ 項 

産 税 の 課 税 標 準 は 、 第 46 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 償 却 資 産 に

係 る 固 定 資 産 税 の 課 税 標 準 と な る べ き 価 格 に ３ 分 の ２ を 乗 じ て 得

た 額 と す る 。 

６   附 則 第 15 条 第 34 項 
  法         に 規 定 す る 家 屋 に 対 し て 課 す る 固 定 資 産 税 
４   附 則 第 15 条 第 37 項 

又 は 都 市 計 画 税 の 課 税 標 準 は 、 第 45 条 又 は 第 130 条 第 １ 項 の 規 定 

        附 則 第 15 条 第 34 項 
に か か わ ら ず 、 法         に 規 定 す る 年 度 分 の 固 定 資 産 

附 則 第 15 条 第 37 項 

税 又 は 都 市 計 画 税 に 限 り 、 当 該 家 屋 に 係 る 固 定 資 産 税 又 は 都 市 計

画 税 の 課 税 標 準 と な る べ き 価 格 に ３ 分 の ２ を 乗 じ て 得 た 額 と す る

。 

７  法 附 則 第 15 条 第 37 項 に 規 定 す る 設 備 に 対 し て 課 す る 固 定 資 産 税 
 

 の 課 税 標 準 は 、 第 46 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 項 に 規 定 す る 年 度 
 

 分 の 固 定 資 産 税 に 限 り 、 当 該 設 備 に 係 る 固 定 資 産 税 の 課 税 標 準 と 
 

 な る べ き 価 格 に ３ 分 の ２ を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 
 

８  法 附 則 第 15 条 第 38 項 に 規 定 す る 機 器 に 対 し て 課 す る 固 定 資 産 税 
 

 の 課 税 標 準 は 、 第 46 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 項 に 規 定 す る 年 度 
 

 分 の 固 定 資 産 税 に 限 り 、 当 該 機 器 に 係 る 固 定 資 産 税 の 課 税 標 準 と 
 

 な る べ き 価 格 に ４ 分 の ３ を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 
 

 （ 長 期 譲 渡 所 得 に 係 る 個 人 の 市 民 税 に 関 す る 特 例 ） 

第 12 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

         平 成 29 年 度 
２  昭 和 63 年 度 か ら      ま で の 各 年 度 分 の 個 人 の 市 民 税 に 限 
         平 成 26 年 度 
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り 、 前 項 に 規 定 す る 譲 渡 所 得 の う ち 、 租 税 特 別 措 置 法 第 31 条 の ２

第 １ 項 の 規 定 の 適 用 が あ る 譲 渡 所 得 に 係 る 個 人 の 市 民 税 に つ い て

は 、 法 附 則 第 34 条 の ２ の 規 定 を 適 用 す る 。 

 （ 新 築 さ れ た 省 エ ネ ル ギ ー 対 策 住 宅 に 対 し て 課 す る 都 市 計 画 税 の

減 額 ） 

第 13 条 の ３ の ４  平 成 24 年 １ 月 ２ 日 か ら 平 成 28 年 １ 月 １ 日 ま で の 間

に 新 築 さ れ た 住 宅 （ 法 附 則 第 15 条 の ６ 第 １ 項 に 規 定 す る 住 宅 を い

う 。 以 下 こ の 条 、 附 則 第 13 条 の ７ 第 １ 項 及 び 附 則 第 13 条 の ８ 第 １

項 に お い て 同 じ 。） の う ち 、 評 価 方 法 基 準 （ 平 成 13 年 国 土 交 通 省 

                       エ ネ ル ギ ー の 使 
告 示 第 1347 号 ） 第 ５ の ５ の ５ ― １ (3) の 等 級 ４ 又 は 

                       エ ネ ル ギ ー の 使 

 用 の 合 理 化 等 に 関 す る 法 律 
             （ 昭 和 54 年 法 律 第 49 号 ） 第 76 条 の ５ 第 
 用 の 合 理 化 に 関 す る 法 律 

 １ 項 に 規 定 す る 判 断 の 基 準 と な る べ き 事 項 に 適 合 す る こ と に つ き

規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 証 明 さ れ た も の （ 以 下 こ の 条 に お い て

「 省 エ ネ ル ギ ー 対 策 住 宅 」 と い う 。） で 法 附 則 第 15 条 の ６ 第 １ 項

の 規 定 に 基 づ く 政 令 で 定 め る も の に 該 当 す る も の に 対 し て 課 す る

都 市 計 画 税 に つ い て は 、 前 条 に お い て 準 用 す る 法 附 則 第 15 条 の ７

第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 又 は 次 項 の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 を 除 き 、

当 該 住 宅 に 対 し て 新 た に 都 市 計 画 税 が 課 さ れ る こ と と な っ た 年 度

か ら ３ 年 度 分 の 都 市 計 画 税 に 限 り 、 当 該 住 宅 に 係 る 都 市 計 画 税 額

（ 区 分 所 有 に 係 る 住 宅 に あ っ て は こ の 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 部

分 に 係 る 税 額 と し て 各 区 分 所 有 者 ご と に 法 附 則 第 15 条 の ６ 第 １ 項

の 規 定 に 基 づ く 政 令 で 定 め る 算 定 の 方 法 に 準 じ て 規 則 で 定 め る と

こ ろ に よ り 算 定 し た 額 の 合 算 額 と し 、 区 分 所 有 に 係 る 住 宅 以 外 の

住 宅 （ 人 の 居 住 の 用 に 供 す る 部 分 以 外 の 部 分 を 有 す る 住 宅 そ の 他

の 同 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 で 定 め る 住 宅 に 該 当 す る も の に 限 る 。
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） に あ っ て は こ の 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 部 分 に 係 る 税 額 と し て

同 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 で 定 め る 算 定 の 方 法 に 準 じ て 規 則

で 定 め る と こ ろ に よ り 算 定 し た 額 と す る 。） の ２ 分 の １ に 相 当 す

る 額 を 当 該 住 宅 に 係 る 都 市 計 画 税 額 か ら 減 額 す る も の と す る 。 

  （ 第 ２ 項 か ら 第 ４ 項 ま で 省 略 ） 

（ 耐 震 基 準 適 合 家 屋 に 対 し て 課 す る 固 定 資 産 税 の 減 額 に 関 す る 申 
 

 告 ） 
 

第 13 条 の ６ の ２  法 附 則 第 15 条 の 10 第 １ 項 に 規 定 す る 耐 震 基 準 適 合 
 

 家 屋 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 耐 震 基 準 適 合 家 屋 」 と い う 。） に つ 
 

 い て 同 項 の 規 定 に よ る 固 定 資 産 税 の 減 額 を 受 け よ う と す る 納 税 義 
 

 務 者 は 、 当 該 耐 震 基 準 適 合 家 屋 に 係 る 法 附 則 第 15 条 の ９ 第 １ 項 に 
 

 規 定 す る 耐 震 改 修 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 耐 震 改 修 」 と い う 。）  
 

 が 完 了 し た 日 か ら ３ 月 以 内 に 、 法 附 則 第 15 条 の 10 第 １ 項 の 規 定 に 
 

 基 づ く 総 務 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ る 証 明 書 及 び 当 該 耐 震 改 修 に 
 

 要 し た 費 用 を 証 す る 書 類 を 添 付 し て 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 
 

 申 告 書 に よ り 市 長 に 申 告 し な け れ ば な ら な い 。 
 

 (1)  納 税 義 務 者 の 住 所 又 は 所 在 地 及 び 氏 名 又 は 名 称 
 

 (2)  耐 震 基 準 適 合 家 屋 の 所 在 、 建 築 年 月 日 及 び 床 面 積 
 

 (3)  耐 震 改 修 が 完 了 し た 年 月 日 
 

 (4)  耐 震 改 修 に 要 し た 費 用 及 び 法 附 則 第 15 条 の 10 第 １ 項 に 規 定 す 
 

 る 政 府 の 補 助 で 総 務 省 令 で 定 め る も の の 有 無 
 

 (5)  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 事 項 
 

（ 耐 震 基 準 適 合 住 宅 に 対 し て 課 す る 都 市 計 画 税 の 減 額 ） 

第 13 条 の ７  法 附 則 第 15 条 の ９ 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で の 規 定 は 、 昭

和 57 年 １ 月 １ 日 以 前 か ら 所 在 す る 住 宅 の う ち 平 成 24 年 １ 月 ２ 日 か 
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ら 平 成 27 年 12 月 31 日 ま で の 間 に 耐 震 改 修 （ 同 条 第 １ 項 に 規 定 す る 

耐 震 改 修 を い う 。） が 行 わ れ た も の に 対 し て 課 す る 都 市 計 画 税 に 

 つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 条 第 １ 項 中 「 こ の 項 及 び 

 次 項 並 び に 次 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 
」 と あ る の は 「 横 浜 市 市 税 条 例 

 

（ 以 下 「 条 例 」 と い う 。） 附 則 第 13 条 の ７ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 

           次 項 」 と 、 「 基 準 （ 同 条 第 １ 項 に お い て 
え て 準 用 す る こ の 項 及 び   

  

 「 耐 震 基 準 」 と い う 。）」 と あ る の は 「 基 準 
」 と 、 「 こ の 項 か ら 

 

 」 と あ る の は 「 同 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る こ の 項 か 

ら 」 と 、 「 平 成 18 年 １ 月 １ 日 か ら 平 成 21 年 12 月 31 日 ま で の 間 に 完

了 し た 場 合 に あ っ て は 当 該 耐 震 改 修 が 完 了 し た 日 の 属 す る 年 の 翌

年 の １ 月 １ 日 （ 当 該 耐 震 改 修 が 完 了 し た 日 が １ 月 １ 日 で あ る 場 合

に は 、 同 日 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。） を 賦 課 期 日 と す る 年 度

か ら ３ 年 度 分 、 当 該 耐 震 改 修 が 平 成 22 年 １ 月 １ 日 か ら 平 成 24 年 12

月 31 日 ま で の 間 に 完 了 し た 場 合 に あ っ て は 当 該 耐 震 改 修 が 完 了 し

た 日 の 属 す る 年 の 翌 年 の １ 月 １ 日 を 賦 課 期 日 と す る 年 度 」 と あ る

の は 「 平 成 24 年 １ 月 ２ 日 か ら 同 年 12 月 31 日 ま で の 間 に 完 了 し た 場

合 に あ っ て は 平 成 25 年 度 」 と 、 「 を 賦 課 期 日 と す る 年 度 分 」 と あ

る の は 「（ 当 該 耐 震 改 修 が 完 了 し た 日 が １ 月 １ 日 で あ る 場 合 に は

、 同 日 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。） を 賦 課 期 日 と す る 年 度 分 」

と 、 「 耐 震 基 準 適 合 住 宅 に あ っ て は こ の 項 の 」 と あ る の は 「 耐 震

基 準 適 合 住 宅 に あ っ て は 条 例 附 則 第 13 条 の ７ 第 １ 項 に お い て 読 み

替 え て 準 用 す る こ の 項 の 」 と 、 「 政 令 で 定 め る と こ ろ 」 と あ る の

は 「 こ の 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 で 定 め る 算 定 の 方 法 に 準 じ て 規 則

で 定 め る と こ ろ 」 と 、 「 限 る 。） に あ っ て は こ の 項 の 」 と あ る の

は 「 限 る 。） に あ っ て は 同 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る
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こ の 項 の 」 と 、 同 条 第 ２ 項 中 「 前 項 」 と あ り 、 及 び 「 同 項 」 と あ

る の は 「 条 例 附 則 第 13 条 の ７ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る

前 項 」 と 、 「 当 該 市 町 村 の 条 例 で 」 と あ る の は 「 同 条 第 ２ 項 に お

い て 読 み 替 え て 準 用 す る 条 例 附 則 第 13 条 の ４ に 」 と 、 同 条 第 ３ 項

中 「 前 項 」 と あ る の は 「 条 例 附 則 第 13 条 の ７ 第 １ 項 に お い て 読 み

替 え て 準 用 す る 前 項 」 と 、 「 同 項 」 と あ る の は 「 同 条 第 １ 項 に お

い て 読 み 替 え て 準 用 す る 前 項 」 と 、 「 第 １ 項 」 と あ る の は 「 同 条

第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 １ 項 」 と 読 み 替 え る も の と

す る 。 

  （ 第 ２ 項 省 略 ） 

（ 耐 震 基 準 適 合 家 屋 に 対 し て 課 す る 都 市 計 画 税 の 減 額 ） 
 

第 13 条 の ９  法 附 則 第 15 条 の 10 の 規 定 は 、 建 築 物 の 耐 震 改 修 の 促 進 
 

 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ７ 年 法 律 第 123 号 ） 第 ７ 条 に 規 定 す る 要 安 全 
 

 確 認 計 画 記 載 建 築 物 又 は 同 法 附 則 第 ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 要 緊 急 
 

 安 全 確 認 大 規 模 建 築 物 に 該 当 す る 家 屋 （ 同 法 第 ７ 条 又 は 同 項 の 規 
 

 定 に よ る 報 告 が あ っ た も の に 限 り 、 同 法 第 ８ 条 第 １ 項 （ 同 法 附 則 
 

 第 ３ 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の 規 定 に よ る 命 令 
 

 又 は 同 法 第 12 条 第 ２ 項 （ 同 法 附 則 第 ３ 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 
 

 場 合 を 含 む 。） の 規 定 に よ る 指 示 の 対 象 と な っ た も の を 除 く 。）  
 

 の う ち 平 成 26 年 ４ 月 １ 日 か ら 平 成 29 年 ３ 月 31 日 ま で の 間 に 法 附 則 
 

 第 15 条 の 10 第 １ 項 に 規 定 す る 政 府 の 補 助 で 総 務 省 令 で 定 め る も の 
 

 を 受 け て 法 附 則 第 15 条 の ９ 第 １ 項 に 規 定 す る 耐 震 改 修 が 行 わ れ た 
 

 も の に 対 し て 課 す る 都 市 計 画 税 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お 
 

 い て 、 法 附 則 第 15 条 の 10 第 １ 項 中 「 受 け て 耐 震 改 修 」 と あ る の は 
 

 「 受 け て 耐 震 改 修 （ 法 附 則 第 15 条 の ９ 第 １ 項 に 規 定 す る 耐 震 改 修 
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 を い う 。 以 下 横 浜 市 市 税 条 例 （ 以 下 「 条 例 」 と い う 。） 附 則 第 13  
 

 条 の ９ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る こ の 項 及 び 次 項 に お い 
 

 て 同 じ 。）」 と 、 「 耐 震 基 準 に 」 と あ る の は 「 法 附 則 第 15 条 の ９ 
 

 第 １ 項 に 規 定 す る 地 震 に 対 す る 安 全 性 に 係 る 基 準 と し て 政 令 で 定 
 

 め る 基 準 に 」 と 、 「 こ の 条 」 と あ る の は 「 条 例 附 則 第 13 条 の ９ 第 
 

 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る こ の 条 」 と 、 「 係 る 耐 震 基 準 適 
 

 合 家 屋 に あ っ て は こ の 項 」 と あ る の は 「 係 る 耐 震 基 準 適 合 家 屋 に 
 

 あ っ て は 同 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る こ の 項 」 と 、 「 政 令 で 
 

 定 め る と こ ろ 」 と あ る の は 「 こ の 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 で 定 め る 
 

 算 定 の 方 法 に 準 じ て 規 則 で 定 め る と こ ろ 」 と 、 「 の 耐 震 基 準 適 合 
 

 家 屋 に あ っ て は こ の 項 」 と あ る の は 「 の 耐 震 基 準 適 合 家 屋 に あ っ 
 

 て は 同 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る こ の 項 」 と 、 同 条 第 
 

 ２ 項 中 「 前 項 」 と あ り 、 及 び 「 同 項 」 と あ る の は 「 条 例 附 則 第 13  
 

 条 の ９ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 前 項 」 と 、 「 当 該 市 町 
 

 村 の 条 例 で 」 と あ る の は 「 同 条 第 ２ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す 
 

 る 条 例 附 則 第 13 条 の ６ の ２ に 」 と 、 同 条 第 ３ 項 中 「 前 項 」 と あ る 
 

 の は 「 条 例 附 則 第 13 条 の ９ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 前 
 

 項 」 と 、 「 同 項 」 と あ る の は 「 同 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 
 

 用 す る 前 項 」 と 、 「 第 １ 項 」 と あ る の は 「 同 条 第 １ 項 に お い て 読 
 

 み 替 え て 準 用 す る 第 １ 項 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 
 

２  附 則 第 13 条 の ６ の ２ の 規 定 は 、 前 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す 
 

 る 法 附 則 第 15 条 の 10 第 １ 項 の 規 定 に よ る 都 市 計 画 税 の 減 額 を 受 け 
 

 よ う と す る 場 合 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 附 則 第 13  
 

 条 の ６ の ２ 中 「 同 項 」 と あ る の は 、 「 附 則 第 13 条 の ９ 第 １ 項 に お 
 

 い て 読 み 替 え て 準 用 す る 法 附 則 第 15 条 の 10 第 １ 項 」 と 読 み 替 え る 
 



市第３号 

31 

 

 

 

 も の と す る 。 
 

 （ 軽 自 動 車 税 の 税 率 の 特 例 ） 
 

 法 附 則 第 30 条 第 １ 項 に 規 定 す る ３ 輪 以 上 の 軽 自 動 車 に 対 す 
第 17 条  

削 除 

 る 当 該 軽 自 動 車 が 初 め て 道 路 運 送 車 両 法 第 60 条 第 １ 項 後 段 の 規 定 
 

 に よ る 車 両 番 号 の 指 定 を 受 け た 月 か ら 起 算 し て 14 年 を 経 過 し た 月 
 

 の 属 す る 年 度 以 後 の 年 度 分 の 軽 自 動 車 税 に 係 る 第 73 条 第 ２ 号 の 規 
 

 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 分 の 間 、 次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 規 定 中 同 
 

 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 字 句 と す 
 

 る 。 
 

第 73 条第２号イ 
3，900 円 4,600 円

第 73 条第２号ウ 
6,900 円 8,200 円

10,800 円 12,900 円

3,800 円 4,500 円

5,000 円 6,000 円

 

 

 

 

 

 

 


